
●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係 

☎
２
６-

５
７
２
８
、

　
　
　
　
　
　
　
　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
岡
年
金
事
務
所 

☎
０
２
３
５-

２
３-

５
０
４
０

●
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例

　
申
請
者
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の

中
に
退
職（
失
業
）し
た
方
が
い
る
場
合
、

審
査
の
際
に
退
職（
失
業
）し
た
方
の
所

得
を
除
外
し
て
審
査
す
る
た
め
、
免

除
・
猶
予
に
該
当
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

必
要
な
も
の
／
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

◆
雇
用
保
険
の
対
象
外
の
方
は
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

●
30
歳
未
満
の
若
年
者
猶
予
制
度

　
申
請
者
本
人
が
30
歳
未
満
（
学
生
を

除
く
）
で
あ
れ
ば
、
世
帯
主
の
所
得
を

除
外
し
て
審
査
す
る
若
年
者
納
付
猶
予

の
制
度
も
選
択
で
き
ま
す
。

　
全
額
免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予
は
納

付
が
不
要
な
点
で
は
同
じ
で
す
が
、
免

除
の
場
合
は
国
庫
負
担
が
あ
る
た
め
、

将
来
の
年
金
額
に
一
部
加
算
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
若
年
者
納
付
猶
予
は
国
庫
負
担

が
な
く
、
受
給
で
き
る
年
金
額
に
は
加

算
さ
れ
ま
せ
ん
。
年
金
を
増
額
す
る
た

め
に
も
、
ど
ち
ら
も
後
か
ら
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

全
額
免
除
と
一
部
免
除

追
納
す
れ
ば
年
金
が
増
え
ま
す

　
経
済
的
に
余
裕
が
生
じ
た
場
合
は
、

免
除
か
ら
10
年
以
内
に
追
納
の
申
し
出

を
行
い
、
納
付
を
行
え
ば
将
来
の
年
金

を
増
額
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
保
険
料
／
７
月
分
～
平
成
26
年
６

月
分

受
付
期
間
／
７
月
１
日
㈪
～
平
成
26
年

７
月
31
日
㈭

窓
口
／
市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
、
各

総
合
支
所
市
民
福
祉
課

持
ち
物
／
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
中

の
方
は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま

た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

◆
窓
口
で
は
免
除
が
該
当
す
る
か
ど
う

か
を
、本
人
確
認
を
し
た
上
で
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。
市
役
所
１
階
国
保
年
金

課
国
民
年
金
係
ま
た
は
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課
へ
直
接
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
平
成
25
年
１
月
以
降
に
転
入
さ
れ
た

方
は
、
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
所
得
お
よ

び
社
会
保
険
料
等
の
控
除
を
証
明
で
き

る
書
類
が
必
要
で
す
。

◆
同
居
し
て
い
る
家
族
の
方
が
代
理
申

請
す
る
場
合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
と

申
請
者
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。

「
窓
口
で
よ
く
あ
る
」

　
免
除
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
．
免
除
の
手
続
き
は
難
し
い
の
で

し
ょ
う
か
。

Ａ
．
申
請
書
の
記
載
は
、
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
、
申
請
日
の
記

入
だ
け
で
す
の
で
簡
単
で
す
。

Ｑ
．
免
除
を
受
け
る
と
年
金
も
少
な

く
な
る
と
聞
い
た
の
で
す
が
。

Ａ
．
全
額
免
除
の
場
合
は
、
免
除
を

受
け
た
月
数
×
８
１
９
円
︵
年

額
︶
が
支
給
額
か
ら
減
額
さ
れ

ま
す
が
、
上
記
の
よ
う
に
追
納

し
て
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

Ｑ
．
半
年
分
の
保
険
料
を
納
め
て
い

ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
免
除
申
請

し
て
も
間
に
合
い
ま
す
か
。

Ａ
．
前
年
７
月
分
～
本
年
６
月
分
の

保
険
料
の
免
除
は
本
年
７
月
末

ま
で
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

該
当
し
た
場
合
、
最
大
前
年
７

月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認

さ
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
制

度
の
受
け
付
け
が
７
月
１
日
㈪
か
ら
始

ま
り
ま
す
。

　
老
齢
年
金
は
原
則
と
し
て
保
険
料
を

納
付
し
た
期
間
と
免
除･

猶
予
さ
れ
た

期
間
が
25
年
以
上
な
い
と
、
将
来
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
経

済
的
に
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
免
除
・
猶
予
制
度
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
（
原
則
、
毎
年
申
請
が
必
要
）。

「
全
額
免
除
」
の
他
に
保
険
料
の
４
分

の
３
、
半
額
、
４
分
の
１
が
免
除
さ
れ

る
「
一
部
免
除
」
が
あ
り
ま
す
。

全
額
免
除
／
保
険
料
の
納
付
金
額
は
あ

り
ま
せ
ん

一
部
免
除
／
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
一

部
を
納
付
期
限
ま
で
納
め
ま
す
。
納
付

し
な
い
と
免
除
が
取
り
消
さ
れ
、
未
納

期
間
に
な
り
ま
す

審
査
／
申
請
者
本
人
の
ほ
か
、
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に

よ
り
判
定
︵
所
得
が
基
準
を
超
え
た
場

合
で
も
、
失
業
や
天
災
で
損
害
を
受
け

た
場
合
は
、
免
除
申
請
が
承
認
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
︶

７
月
分
以
降
の
免
除
は

７
月
１
日
か
ら
受
け
付
け

ご
存
じ
で
す
か
？

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除・猶
予
制
度
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第
６
回
バ
イ
さ
か
た
市
開
催

市
民
み
ん
な
で
地
元
産
品
を
愛
用
し
ま
し
ょ
う
！

農
商
工
連
携
バ
イ
さ
か
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
商
工
港
湾
課
工
業
労
政
係 

☎
２
６-

５
７
５
７

　
本
市
で
は
地
元
産
品
を
多
く
の
市
民

や
企
業
か
ら
進
ん
で
利
用
し
て
い
た
だ

く
「
農
商
工
連
携
バ
イ
さ
か
た
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
バ

イ
は
英
語
の
「
ｂ
ｕ
ｙ
」
で
「
買
う
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　
地
元
産
品
の
消
費
拡
大
は
、
私
た
ち

の
生
活
を
豊
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、

地
域
経
済
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。
地
元
産
品
が
売
れ
る
と
、
関
連
企

業
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
の
生
産

が
拡
大
さ
れ
、
地
域
で
働
く
人
々
の
所

得
や
消
費
が
増
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
再
び
生
産
の
拡
大
に
結
び
付
き
ま

す
。
地
元
で
の
消
費
を
優
先
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
地
域
経
済
循
環
を
作
り
出
し
、

持
続
可
能
で
活
力
あ
る
地
域
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

●
買
い
物
、
商
品
の
仕
入
れ
は
酒
田
で

　
買
い
物
や
、
商
品
を
仕
入
れ
す
る
際

に
、
同
じ
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
く
れ
る
商
店
や
事
業
所
が
市
内
に
あ

る
場
合
に
は
、
市
内
の
商
店
・
事
業
所

か
ら
購
入
し
ま
し
ょ
う
。

●
酒
田
で
と
れ
た
も
の
や
作
っ
た
も
の

を
消
費
し
ま
し
ょ
う

　
地
元
の
農
産
物
、
水
産
物
を
消
費
し

ま
し
ょ
う
。
地
元
で
生
産
・
加
工
さ
れ

た
地
場
産
品
を
愛
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
市
民
み
ん
な
が
取
り
組
み
を

　
買
い
物
や
飲
食
を
す
る
際
、
酒
田
を

大
切
に
思
い
、
お
互
い
に
支
え
合
う
と

い
う
気
持
ち
を
持
つ
人
が
多
く
な
れ
ば
、

酒
田
は
も
っ
と
元
気
で
温
か
い
街
に
な

る
で
し
ょ
う
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が
積

極
的
に
地
元
産
品
の
愛
用
を
進
め
、
特

産
品
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
ょ
う
。

●
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
シ
ー
ル
を
使
っ
て
み

ま
せ
ん
か

　
地
元
産
品
や
名
刺
な
ど
に
貼
付
す
る

Ｐ
Ｒ
用
の
シ
ー
ル
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

シ
ー
ル
の
活
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、

市
商
工
港
湾
課

工
業
労
政
係
へ

問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

　
７
月
20
日
㈯
午
前
10
時
～
中
町
モ

ー
ル
で
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
本

紙
７
月
16
日
号

に
折
り
込
む
チ

ラ
シ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

資
格
／
本
市
在
住
か
本
市
に
勤
務
先
が

あ
り
、
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
く
、
現

在
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

族
が
い
て
、
収
入
が
公
営
住
宅
法
の
基

準
に
適
合
す
る
方
▼
入
居
日
／
８
月
23

日
㈮
▼
家
賃
／
収
入
に
よ
る
▼
敷
金
／

家
賃
３
か
月
分
▼
申
し
込
み
／
７
月
５

日
㈮
～
16
日
㈫
に
申
込
書
を
市
役
所
３

階
建
築
課
公
営
住
宅
係
ま
た
は
各
総
合

支
所
建
設
産
業
課
へ

◆
申
込
用
紙
、
応
募
の
手
引
き
は
市
建

築
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
建
設
産
業
課

に
あ
り
ま
す
。
申
込
書
は
窓
口
で
記
入

し
、
そ
の
場
で
提
出
で
き
ま
す
。

◆
市
営
住
宅
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
、
高

齢
者
世
帯
、
障
が
い
者
世
帯
な
ど
に
優

先
措
置
︵
２
回
抽
選
︶
が
あ
り
ま
す
。

【
公
共
賃
貸
住
宅
】

　
収
入
月
額
が
15
万
８
千
円
を
超
え
25

万
９
千
円
以
下
の
方
を
対
象
に
し
た
フ
ァ

ミ
リ
ー
向
け
の
住
宅
で
す
。

【
市
営
住
宅
】

◆
東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
、
住
宅

に
お
困
り
の
方
は
市
建
築
課
公
営
住
宅

係
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

市
営
住
宅・公
共
賃
貸
住
宅

入
居
者
募
集

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
建
築
課
公
営
住
宅
係 

☎
２
６-

５
７
４
７

募
集
住
宅

所
在
地
募
集

戸
数

畳
数・階
数
な
ど

八
森
団
地

市
条
字

上
川
原

１
8・6・6・L
D
K　

1
階 

Ⓟ

松
山

サ
ン
ハ
ウ
ス
字
山
田

１
8・8・6・6・

D
K　
1
階 

Ⓟ

募
集
住
宅

所
在
地
募
集

戸
数
畳
数・階
数
な
ど

松

※

境
北

第
二
ア
パ
ー
ト
北
千
日
町

１

6・6・6・

D
K　
1
階 

Ⓟ

住
吉
住
宅

光
ケ
丘

一
丁
目

１

4.5・4.5・3・K　

1
階

新
橋
五
丁
目

住
宅

新
橋

五
丁
目

１

6・3・D
K　

1
階

千
日
住
宅

︵
単
身
用
︶

住
吉
町

１

4.5・3・D
K　

1
階

千
日
住
宅

住
吉
町

１

4.5・3・D
K　

1
階

第
一

川
南
ア
パ
ー
ト
若
宮
町

一
丁
目

１

6・6・3・K　

4
階 

Ⓟ

第
三

川
南
ア
パ
ー
ト
若
宮
町

一
丁
目

１

6・6・4.5・K　

3
階 

Ⓟ

大
町

第
三
ア
パ
ー
ト
東
大
町

三
丁
目

１

8・4.5・L
D
K　

2
階 

Ⓟ

大
町

第
七
ア
パ
ー
ト
東
大
町

三
丁
目

１

7.5・6・6・

D
K　
3
階 

Ⓟ

旭

※

新
町

第
五
ア
パ
ー
ト
旭
新
町

１

10・6・D
K　

1
階 

Ⓟ

静
ケ
台

第
三
ア
パ
ー
ト
光
ケ
丘

一
丁
目

１

7.5・6・D
K　

3
階 
Ⓟ

小
泉
団
地

小
泉

字
道
南

１

6・6・4.5・K　

4
階 

Ⓟ

※
高･

介･

障
：
65
歳
以
上
の
高
齢
者
、
要
介
護
認
定
者
、

障
が
い
者
︵
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
、療
育
手
帳
Ａ
︶が
い
る
世
帯︵
単

身
不
可
︶

Ｋ
＝
台
所　
Ｄ
＝
食
事
室　
Ｌ
＝
居
間　
Ⓟ
＝
駐
車
場

１
台
有
り

（原寸大）
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